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延長 ２５km 

事業概要  

 新名神高速道路（近畿自動車道名古屋神戸線）は第二東名高速道路と一体となって、三大都市圏を相互に結び、

人の交流と物流を支える大動脈として、日本経済を牽引するとともに、東名・名神高速道路の代替機能を果たす

上で不可欠な路線である。 

Ｈ５年度事業化 Ｈ３年度都市計画決定 Ｈ－年度用地着手 Ｈ－年度工事着手 
全体事業費   ３，２７３億円 事業進捗率 －％供用済延長 －km

計画交通量   約４５，７００～４９，８００台／日 
費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  
(事業全体) ２．６ 
 
(残事業)  ２．７ 

     2,534/2,597億円

 事業費：2,268/2,331億円 
 維持管理費：266/266億円 

      6,877/6,877億円 
 走行時間短縮便益：6,164/6,164億円 
 走行経費減少便益：   538/538億円 
 交通事故減少便益：    175/175億円 

 平成２３年 

感度分析の結果 残事業について感度分析を実施 

 交通量変動 ： B/C=3.0（交通量+10%）            B/C=2.4（交通量-10%） 

  事業費変動 ： B/C=3.0（事業費-10%）            B/C=2.5（事業費+10%） 

 事業期間変動 ： B/C=2.8（事業期間-1年）          B/C=2.6（事業期間+1年） 

事業の効果等    
・国土・地域ネットワークの構築(当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する) 
・災害への備え(緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する) 

・災害への備え(並行する高速ネットワークの代替路線として機能する)        他１６項目に該当 

関係する地方公共団体等の意見  
［滋賀県］ 
 照会のありました事業については、対応方針（原案）（案）で【事業継続】とされているとおり、地元も望ん

でいる全線に渡る早期着工、早期整備をお願いします。滋賀県関係部分としては【大津JCT～城陽間】が『当面
着工しない区間』とされているところですが、当該箇所には日本最古の現名神を始め、国道１号や新幹線・鉄道

などの交通機能が集中しており、琵琶湖西岸断層帯を震源とする地震等の大規模災害が発生した場合には、これ

らすべての機能を失い国土軸が機能しなくなる恐れがあります。また『第二京阪道路開通後の交通状況をみて判

断する』とされてきた交通状況を鑑みても、現名神の交通量は減少しておらず、並行する京滋バイパスにおいて

は交通量と渋滞回数が増加し、現時点でも機能していないことは明らかです。さらには、現在着工中の区間で【国

土軸の多重化】として次々と開通することで、当該区間のさらなる交通状況の悪化が見込まれます。よって、上

記の課題を鑑み、早期着工、早期整備を強く望むものです。 
［京都府］ 
 着工済みの「城陽～八幡」は平成２８年度完成とされているが、一日も早く完成されたい。「大津ＪＣＴ～城

陽」、「八幡～高槻第一ＪＣＴ」のいわゆる「着工見送り区間」については、平成１８年の第２回国土開発幹線

自動車道建設会議において、「当面着工しない区間」に位置付けられ、平成２１年の第４回国土開発幹線自動車

道建設会議において、「第二京阪道路供用後の交通状況を見て検証する」とされているが、平成２２年３月の第

二京阪道路の全線供用後も何ら検証がなされずに放置されている。一方で、第二京阪道路供用後、京都府域の名

神高速道路の渋滞状況はさらに悪化し、京滋バイパスにおいては激増している。ついては、当事業評価監視委員

会においても、早急に必要な交通状況の検証を行い、その結果を踏まえた上で、事業継続のみならず早急に着手

すべきとの結論を出し、早期整備されたい。また、その結果について公表されたい。 

事業評価監視委員会の意見   
「事業継続」とする対応方針（原案）については、了承された。なお、未着工区間については、「国土軸として

の機能、周辺ネットワークの交通状況及び整備の遅れがもたらす社会的損失も踏まえ早期着工が必要」と意見集

約された。 
＜委員からの主な意見＞ 
・新名神高速道路は近畿圏を通過する広域的な国土軸上の物流を担うにあたり大きく貢献する路線である。 
・大阪・京都間においては地理的条件により道路・鉄道が近接した箇所を輻輳しており、災害時等を考慮すると

リダンダンシー機能が必要である。 



事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
同路線の亀山ＪＣＴ～草津田上ＩＣ間が平成２０年２月に供用を開始した。 
第二京阪道路（枚方東～門真ＪＣＴ）が平成２２年３月に供用を開始した。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  
事業の着手に至っていない。 
「主要な周辺ネットワークの供用後における交通状況等を見て、改めて事業の着工について判断することとし、

それまでは着工しない」とされている 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
事業の着手に至っていない。 
「主要な周辺ネットワークの供用後における交通状況等を見て、改めて事業の着工について判断することとし、

それまでは着工しない」とされている。 

施設の構造や工法の変更等  
着工後、地元設計協議など事業進捗に合わせ設計並びに施工計画等の精度を上げていくとともに、新技術・新工

法や現地の状況変化も確認しながらコスト縮減を図っていく。 

対応方針 事業継続 
対応方針決定の理由  
 以上、事業の効果、事業評価監視委員会における審議、知事等の意見を踏まえると、事業（未着工区間の着工）

の必要性、重要性は高いと考えられる。 

事業概要図  

 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
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